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本資料のうち，枠囲みの内容

は，営業秘密又は防護上の観点

から公開できません。 

Ⅴ-3-別添 1 竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 
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Ⅴ-3-別添 1-1-9 換気空調設備の強度計算書
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1. 概要  

本資料は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，角ダ

クト，丸ダクト，換気空調設備の隔離弁（以下「隔離弁」という。），ファン及び冷凍機が竜巻

時及び竜巻通過後においても，その施設の機能維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を

有することを確認するものである。 

 

2. 基本方針  

角ダクト，丸ダクト，隔離弁，ファン及び冷凍機の構造について，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配

慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ，角ダク

ト，丸ダクト，隔離弁，ファン及び冷凍機の「2.1 位置」，「2.2 構造概要」，「2.3 評価方針」

及び「2.4 適用規格」を示す。 

 

2.1 位置  

角ダクト，丸ダクト，隔離弁，ファン及び冷凍機は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な

施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり，十分な強度を有する原子炉

建屋内，原子炉建屋付属棟屋上面又はディーゼル発電機室屋上面に設置する。 

 

2.2 構造概要  

換気空調設備の構造について，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ，換気空調設備の構造を示す。  

 

(1) 角ダクト及び丸ダクトの構造概要  

角ダクトは，鋼板により構成される四角形断面のダクトであり，支持構造物にダクト鋼板

面を接触させて支持する。  

丸ダクトは，鋼板により構成される円筒形のダクトであり，支持構造物にダクト鋼板面を

接触させて支持する。  

角ダクトの概要図を図 2-1 に，丸ダクトの概要図を図 2-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 角ダクトの概要図 

角ダクト接続材・補強材

角ダクト本体 

角ダクト 支持構造物 
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図 2-2 丸ダクトの概要図 

 

(2) 隔離弁の構造概要  

隔離弁は弁箱内部の弁体が弁棒を軸として回転することにより，開閉動作を行う弁である。  

隔離弁の概要図を図 2-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 隔離弁の概要図 

 

(3) ファンの構造概要  

ファンは流路を形成するケーシング，冷却するための空気を送り込む羽根車及び原動機か

らの回転力を伝達する主軸で形成する。 

中央制御室換気系フィルタ系ファンは屋内に設置しており，非常用ディーゼル発電機室ル

ーフベントファン及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ルーフベントファン（以下「デ

ィーゼル発電機室ルーフベントファン」という。）は屋外に設置している。 

弁箱 

弁体 

弁棒 

丸ダクト接続材・補強材 丸ダクト支持構造物

丸ダクト本体 
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ファンの概要図を図 2-4，図 2-5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 ファンの概要図（中央制御室換気系フィルタ系ファン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 ファンの概要図（ディーゼル発電機室ルーフベントファン） 

  

ケーシング 

主軸 

羽根車 

基礎ボルト 

ケーシング 

原動機 

羽根車 

主軸 

原動機 
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(4) 冷凍機の構造概要 

中央制御室換気系冷凍機は，空気を冷却する熱交換器，圧縮機及び送風機をケーシングで

覆ったユニット形式であり，屋外に設置している。 

中央制御室換気系冷凍機の概要図を図 2-6 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 冷凍機の概要図（中央制御室換気系冷凍機） 

 

2.3 評価方針  

換気空調設備の強度評価は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している，荷重及び荷重の組合せ並び

に許容限界を踏まえ，角ダクト，丸ダクト，隔離弁，ファン及び冷凍機の各評価対象部位に作

用する貫入及び応力等が，許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により，「4. 

評価条件」に示す評価条件を用いて計算し，「5. 強度評価結果」にて確認する。 

 

(1) 衝突評価の評価方針 

屋外に設置する換気空調設備の衝突評価フローを図2-7に示す。衝突評価においては，竜

巻防護ネットを設置する場合に考慮する飛来物である砂利の貫通限界厚さが外殻を構成する

部材の厚さ未満であることを確認する。衝突評価では，「タービンミサイル評価について

（昭和52年7月20日原子炉安全専門審査会）」で用いられている式を準用し，Ⅴ-3-別添1-1

「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4. 強度評価方法」に示す衝突評価が

必要な機器の評価式を用いる。屋外に設置する換気空調設備の衝突評価における許容限界

は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 許容限界」に示

す許容限界である，外殻を構成する部材の厚さとする。 

  

取付ボルト 

ケーシング 
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図2-7 屋外に設置する換気空調設備の衝突評価フロー 

(2) 構造強度評価の評価方針  

a. 角ダクト及び丸ダクトの評価方針 

角ダクト及び丸ダクトの強度評価フローを図 2-8 に示す。 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設内に設置する，外気と繋がっている換気空調設

備のうち，角ダクト及び丸ダクトの強度評価においては，その構造を踏まえ，設計荷重の

作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を選定する。 

角ダクトの強度評価においては，設計竜巻の気圧差による荷重を短期荷重とみなし，自

重との組合せを考慮して，長期荷重（自重）＋短期荷重（設計竜巻による内外差圧）によ

る応力が許容応力以下であることを確認する。強度評価では，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配

慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す角ダクトの評価式を用

いる。 

角ダクトの許容限界は，妥当な安全裕度を考慮して，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必

要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である，ＪＥＡＧ４６０

１の許容応力状態ⅢＡＳとする。ただし，座屈に対しては評価式を満足することを確認す

る。 

丸ダクトの強度評価においては，設計竜巻の気圧差による荷重を短期荷重とみなし，自

重との組合せを考慮して，外圧により生じる周方向応力が許容応力以下であること及び長

期荷重（自重）＋短期荷重（設計竜巻による内外差圧）により生じる応力が評価式を満足

していることを確認する。強度評価では，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す丸ダクトの評価式を用いる。  

丸ダクトの許容限界は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「4.2 許容限界」に示す許容限界である，クリップリング座屈の算出式に応じた値とす

る。  

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

貫通限界厚さの計算 

評価対象施設の外殻を構成する部材の厚さとの比較 
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図 2-8 角ダクト及び丸ダクトの強度評価フロー 

 

b. 隔離弁の評価方針  

隔離弁の強度評価フローを図 2-9 に示す。  

竜巻より防護すべき施設を内包する施設内に設置する，外気と繋がっている換気空調設

備のうち，隔離弁の強度評価においては，その構造を踏まえ，設計荷重の作用方向及び伝

達過程を考慮し，評価対象部位を選定する。  

強度評価においては，隔離弁に対して，設計竜巻の気圧差による荷重により生じる応力

が許容応力以下であることを確認する。強度評価では，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必

要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す隔離弁の評価方法を用いる。 

隔離弁の許容限界は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「4.2 許容限界」に示す許容限界である，ＪＥＡＧ４６０１の許容応力状態ⅢＡＳとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

応力計算 

設定する許容限界との比較 
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図 2-9 隔離弁の強度評価フロー 

 

c. ファンの評価方針  

ファンの強度評価フローを図 2-10 に示す。  

強度評価において，屋外に設置する換気空調設備については，設計竜巻の風圧力による

荷重及び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認する。各部材の強度評価には，

設計竜巻による荷重は水平方向より作用する外荷重という観点で地震荷重と同様なもの

であると考え，「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６

０１・補-1984」（（社）日本電気協会），「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４

６０１-1987」（（社）日本電気協会）及び「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４

６０１-1991 追補版」（（社）日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）に

おける 1 質点系モデルによる評価方法を準用する。また，竜巻より防護すべき施設を内包

する施設内に設置する外気と繋がっている換気空調設備については，設計竜巻の気圧差に

よる荷重により生じる応力が許容応力以下であることを確認する。強度評価では，Ⅴ-3-別

添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示すファ

ンの評価式を用いる。  

ファンの許容限界は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「4.2 許容限界」に示す許容限界である，ＪＥＡＧ４６０１の許容応力状態ⅢＡＳとする。  
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図 2-10 ファンの強度評価フロー 

 

d. 冷凍機の評価方針  

冷凍機の強度評価フローを図 2-11 に示す。  

強度評価においては，中央制御室換気系冷凍機に対して，設計竜巻の風圧力による荷

重及び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認する。各部材の強度評価に

は，設計竜巻による荷重は水平方向より作用する外荷重という観点で地震荷重と同様な

ものであると考え，「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡ

Ｇ４６０１・補-1984」（（社）日本電気協会），「原子力発電所耐震設計技術指針 Ｊ

ＥＡＧ４６０１-1987」（（社）日本電気協会）及び「原子力発電所耐震設計技術指針 

ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（（社）日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ４６０１」

という。）における1質点系モデルによる評価方法を準用し，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配

慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す冷凍機の評価式を用い

る。 

冷凍機の許容限界は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「4.2 許容限界」に示す許容限界である，ＪＥＡＧ４６０１の許容応力状態ⅢＡＳとする。 
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図 2-11 冷凍機の強度評価フロー 

 

2.4 適用規格  

適用する規格，基準等を以下に示す。  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」

（社）日本電気協会  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（社）日本電気協会  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（社）日本電気協

会  

・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ1-2005/2007」（社）日本

機械学会（以下「ＪＳＭＥ」という。）  

・日本工業規格(ＪＩＳ)  

 

 

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

応力計算 

設定する許容限界との比較 
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3. 強度評価方法  

3.1 記号の定義  

(1) 衝突評価の記号の定義 

屋外に設置する換気空調設備の衝突評価に用いる記号を表3-1に示す。 

 

表3-1 衝突評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

ｄ m 評価において考慮する飛来物が衝突する衝突断面の等価直径 

Ｋ － 鋼板の材質に関する係数 

Ｍ kg 評価において考慮する飛来物の質量 

Ｔ mm 鋼板の貫通限界厚さ 

ｖ m/s 評価において考慮する飛来物の飛来速度 

 

(2) 構造強度評価の記号の定義 

a. 角ダクト  

角ダクトの強度評価に用いる記号を表3-2に示す。 

 

表3-2 角ダクトの強度評価に用いる記号(1/2) 

記号 単位 定義 

ａ mm ダクト幅  

ｂ mm ダクト高さ  

ｃ mm 補強ピッチ  

Ｄｐ  kg/m2 単位面積当たりのダクト鋼板の質量  

Ｅ MPa ヤング率  

ｇ m/s2 重力加速度  

Ｉ mm4 断面二次モーメント  

Ｌ mm ダクトサポートの支持間隔  

Ｍ N･mm ダクトに作用する曲げモーメント  

Ｍｐ  N･mm 自重により作用する曲げモーメント  

Ｐ MPa ダクトにかかる外圧  

Ｓｙ   MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計降伏点  

ｔ mm ダクト板厚  

δｍａｘ mm 面外荷重によるダクト鋼板の最大変位量  

ΔＰ  N/m2 設計竜巻の気圧低下量  

π － 円周率  
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表3-2 角ダクトの強度評価に用いる記号(2/2) 

記号 単位 定義 

μ kg/m ダクトの単位長さ当たり重量  

ν － ポアソン比  

σｍａｘ MPa 中心に生じる面外荷重による最大応力  

σｐ１ MPa 面内荷重（外圧）による発生応力  

σｐ２ MPa 面内荷重（自重）による発生応力  

σｗ MPa 
短期荷重（設計竜巻による内外差圧）による発生応力と長

期荷重（自重）による発生応力の和  

σｙ MPa 許容応力  

 

b. 丸ダクト  

丸ダクトの強度評価に用いる記号を表3-3に示す。  

 

表3-3 丸ダクトの強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

ｃ mm 補強ピッチ  

Ｅ MPa ヤング率  

ｇ m/s2 重力加速度  

ｋｐ － 座屈係数  

Ｌ mm ダクトサポートの支持間隔  

Ｍｃｒｉｐ N･mm クリップリング座屈が発生する際に作用する曲げモーメント

Ｍｐ N･mm 自重により作用する曲げモーメント  

ｎ － 座屈モードの次数  

ｒ mm 丸ダクトのダクト半径  

ｔ mm ダクト板厚  

Ｚｃ － 円筒かくの座屈応力の式における係数  

β － 円筒かくの座屈応力の式における係数  

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量  

μ kg/m ダクトの単位長さ当たりの質量  

ν － ポアソン比  

π － 円周率  

σｃｒｉｐ MPa クリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力  

σｃｒｉｐ１ MPa 外圧により生じる周方向応力  
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c. 隔離弁 

隔離弁の強度評価に用いる記号を表 3-4 に示す。 

 

表3-4 隔離弁の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａｓ m2 弁棒の断面積 

Ａｖ m2 弁体の受圧面積 

ａ mm 弁体の半径 

ｄ mm 弁棒の直径 

Ｆ１ N 設計竜巻の気圧低下により弁棒に受ける荷重 

Ｆ２ N 弁体自重により弁棒に受ける荷重 

ｇ m/s2 重力加速度（g＝9.80665）  

ｈ mm 弁体の板厚 

ｍｖ kg 弁体自重 

ｍｓ kg 弁棒自重 

Ｐ１ Pa 設計竜巻の気圧低下により弁体に受ける応力 

Ｐ２ Pa 自重により弁体に受ける応力 

ｐｖ Pa 弁体に受ける応力 

ｐｓ N 弁棒に受ける荷重 

ｒ mm 内半径 

Ｓｙ MPa 
ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計

降伏点  

ｔ mm 板厚 

π － 円周率  

τ MPa 弁棒に対するせん断応力 

σｍａｘ MPa 弁体に対する曲げ応力 

σθ MPa 周方向応力 

ΔＰ hPa 設計竜巻の気圧低下量  
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d. ファン  

ファンの強度評価に用いる記号を表3-5に示す。 

 

表3-5 ファンの強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａ m2 受圧面積（風向に垂直な面に投影した面積） 

Ａｂ mm2 基礎ボルトの軸断面積  

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数  

Ｆ MPa ＪＳＭＥ SSB-3121.1(1)により規定される値  

Ｆｂ N 基礎ボルトに対する引張力 

Ｆｉ N 各ボルトに作用する引張力 

ｆｓ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1により規定される供用状態Ａ及びＢでの許

容せん断応力  

ｆｔ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1により規定される供用状態Ａ及びＢでの許

容引張応力  

Ｇ － ガスト影響係数  

ｇ m/s2 重力加速度（g＝9.80665）  

ｈ mm 全高の１／２ 

Ｌ１～Ｌ７ mm 支点と評価ボルト間の距離  

Ｌｉ mm 各ボルト間の距離  

Ｍ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

ｍ kg ファンの質量 

Ｎ － 基礎ボルトの本数  

Ｑｂ N 基礎ボルトに対するせん断力 

ｑ N/m2 設計用速度圧  

ｒ mm ケーシング内半径 

Ｓｕ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計引張強さ  

Ｓｙ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計降伏点  

ｔ mm ケーシング板厚 

ＷＭ N 設置（変更）許可を受けた竜巻による飛来物の衝撃荷重  

ＷＷ N 設計竜巻の風圧力による荷重  

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量  

σｂ MPa 基礎ボルトに生じる引張応力 

σθ MPa 周方向応力 

τ MPa 基礎ボルトに生じるせん断応力 

 

  

17



 

14 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1-
9
 
R
2 

e. 冷凍機  

冷凍機の強度評価に用いる記号を表3-6に示す。  

 

表3-6 冷凍機の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａ m2 受圧面積（風向に垂直な面に投影した面積） 

Ａｂ mm2 基礎ボルトの軸断面積  

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数  

Ｆ MPa ＪＳＭＥ SSB-3121.1(1)により規定される値  

Ｆｂ N 基礎ボルトに対する引張力 

ｆｓ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1により規定される供用状態Ａ及びＢでの許

容せん断応力  

ｆｔ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1により規定される供用状態Ａ及びＢでの許

容引張応力  

Ｇ － ガスト影響係数  

ｇ m/s2 重力加速度（g＝9.80665）  

ｈ mm 全高の１／２ 

Ｌ１ mm 基礎ボルト間の水平距離 

ＬＨ mm 重心から基礎ボルト間の水平距離  

ｍ kg 冷凍機の運転質量 

Ｎ － 基礎ボルトの本数  

ｎｆ － 引張力を受ける基礎ボルトの本数 

Ｑｂ N 基礎ボルトに対するせん断力 

ｑ N/m2 設計用速度圧  

Ｓｕ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計引張強さ  

Ｓｙ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計降伏点  

ＷＭ N 設置（変更）許可を受けた竜巻による飛来物の衝撃荷重  

ＷＷ N 設計竜巻の風圧力による荷重  

σｂ MPa 基礎ボルトに生じる引張応力 

τ MPa 基礎ボルトに生じるせん断応力 
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3.2 評価対象部位  

(1) 衝突評価の評価対象部位 

評価において考慮する飛来物の衝突により，海水ポンプに衝撃荷重が作用し貫入する可能

性があるため，貫入によりその施設の機能が喪失する可能性のある箇所を評価対象部位とし

て選定する。 

屋外に設置する換気空調設備の全方向からの飛来物を考慮し，貫入により施設の機能が喪

失する可能性がある箇所として最薄部となる箇所を選定する。 

屋外に設置する換気空調設備の衝突評価における評価対象部位を図3-1，図3-2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 屋外に設置する換気空調設備の衝突評価における評価対象部位 

（ディーゼル発電機室ルーフベントファン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 屋外に設置する換気空調設備の衝突評価における評価対象部位 

（中央制御室換気系冷凍機） 

 

(2) 構造強度評価の評価対象部位 

a. ダクトの評価対象部位  

角ダクト及び丸ダクトの評価対象部位は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って，「2.2 

構造概要」にて設定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し

ケーシング 

ケーシング 
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選定する。  

(a) 角ダクト  

下記の外気と繋がる換気空調系を評価対象とする。  

・中央制御室換気系 

・非常用ディーゼル発電機室換気系 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室換気系 

 

気圧差による荷重は，角ダクト本体の薄肉鋼板部に作用する。このことから，ダク

ト鋼板（本体）を評価対象部位として選定する。  

角ダクトは薄肉角筒であり，発生応力はダクト鋼板中央部で最大となることから，

ダクト鋼板を評価対象とする。フランジについては曲げモーメントが作用しないた

め，評価しない。ダクトは支持構造物にダクト鋼板面を接触させて支持されており，

設計竜巻の気圧差によりダクトに作用する荷重は，ダクト支持構造物に作用しないこ

とから，ダクト鋼板を評価する。  

角ダクトの強度評価における評価対象部位を図3-3に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-3 角ダクトの評価対象部位 

 

(b) 丸ダクト  

下記の外気と繋がる換気空調系を評価対象とする。  

・原子炉建屋換気系 

・中央制御室換気系 

  

気圧差による荷重は，丸ダクト本体の薄肉鋼板部に作用する。このことから，ダク

ト鋼板（本体）を評価対象部位として選定する。  

丸ダクトは薄肉円筒であり，座屈を考慮してダクト鋼板を評価対象とする。  

丸ダクトの強度評価における評価対象部位を図3-4に示す。 

 

 

ダクト鋼板（本体） 
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図3-4 丸ダクトの評価対象部位 

 

b. 隔離弁の評価対象部位  

隔離弁の評価対象部位は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って，「2.2 構造概要」にて

設定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し選定する。  

気圧差による荷重は，隔離弁本体の耐圧部に作用する。  

このことから，耐圧部を評価対象部位として選定する。  

隔離弁の強度評価における評価対象部位を，図3-5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-5 隔離弁の評価対象部位 

 

c. ファンの評価対象部位 

ファンの評価対象部位は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って，「2.2 構造概要」にて設

定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設内に設置する，外気と繋がっている換気空調設

備における気圧差による荷重は，ファンのケーシングに作用する。  

このことから，ケーシングを評価対象部位として設定する。  

ダクト鋼板（本体）

隔離弁耐圧部 
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また，屋外に設置する換気空調設備におけるファンに作用する風圧力による荷重は，ケ

ーシングを介し，ケーシングを固定している基礎ボルトに作用する。荷重を受ける各部位

のうち，支持断面積の小さな部位に大きな応力が生じることになる。  

このことから，基礎ボルトを強度評価の評価対象部位として選定する。 

ファンの強度評価における評価対象部位を，図3-6～図3-7に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-6 ファンの評価対象部位（中央制御室換気系フィルタ系ファン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 ファンの評価対象部位（ディーゼル発電機室ルーフベントファン） 

 

d. 冷凍機の評価対象部位  

冷凍機の評価対象部位は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って，「2.2 構造概要」にて設定して

いる構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。  

屋外に設置する換気空調設備における冷凍機に作用する風圧力による荷重は，ケーシング

を介し，冷凍機を固定している取付ボルトに作用する。荷重を受ける各部位のうち，支持断

面積の小さな部位に大きな応力が生じることになる。  

このことから，取付ボルトを強度評価の評価対象部位として選定する。 

冷凍機の強度評価における評価対象部位を，図3-8に示す。 

 

ケーシング 

基礎ボルト 
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図3-8 冷凍機の評価対象部位（中央制御室換気系冷凍機） 

 

3.3 荷重及び荷重の組合せ  

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて示している荷重及び荷重の組合せを

踏まえ，換気空調設備の評価対象施設ごとに設定する。 

(1) 衝突評価の荷重及び荷重の組合せ 

衝突評価においては考慮する飛来物として竜巻防護ネット（ネットの網目寸法40(mm)）を

すり抜ける砂利を設定し，砂利の衝撃荷重を考慮する。 

衝突評価においては，評価対象部位に砂利が衝突した際に跳ね返らず，貫入するものとし

て評価する。 

砂利の諸元を表3-7，屋外に設置する換気空調設備の衝突評価に用いる荷重を表3-8に示

す。 

 

表3-7 砂利の諸元 

飛来物 
ｄ 

(m) 

Ｋ 

(-) 

Ｍ 

(kg) 

ｖ 

(m/s) 

水平方向 鉛直方向 

砂利 0.04 1.0 0.18 62 42 

 

表3-8 屋外に設置する換気空調設備の衝突評価に用いる荷重 

施設分類 施設名称 評価対象部位 荷重 

屋外の防護対象施設

ディーゼル発電機室ル

ーフベントファン 
ケーシング 飛来物による衝撃荷重

中央制御室換気系冷凍

機 
ケーシング 飛来物による衝撃荷重

 

(2) 構造強度評価の荷重及び荷重の組合せ 

取付ボルト 
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a. 荷重の設定 

強度評価に用いる荷重は，以下の荷重を用いる。 

(a) 常時作用する荷重  

常時作用する荷重として，持続的に生じる荷重である自重を考慮する。  

(b) 設計竜巻による荷重  

イ. 建屋内にある換気空調設備については，気圧差による荷重を考慮する。 

ロ. 屋外にある換気空調設備については，風圧力による荷重を考慮する。開放された施

設であるため，ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び中央制御室換気系冷凍機

内外に気圧差は発生しないことから気圧差による荷重は考慮しない。また，防護対策

として，竜巻防護ネットを設置する施設については，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が

必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，竜巻防護ネットを通過する小さな飛来

物による衝撃荷重は，衝突する機器へ伝わる加速度が小さく，機器へ作用する荷重は

強度に影響を与えないので衝撃荷重を考慮しない。 

(イ) 風圧力による荷重(ＷＷ)  

風圧力による荷重ＷＷはⅤ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の

方針」の「4.1(3)c.(a) 風圧力による荷重」に示す式に従い，算出する。  

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ  

b. 荷重の組合せ  

強度評価に用いる荷重の組合せは，評価対象施設ごとに設定する。  

角ダクト及び丸ダクトのダクト鋼板（本体）には，自重及び気圧差による荷重が作用

する。 

隔離弁の耐圧部には，気圧差による荷重が作用する。  

建屋内のファンのケーシングには，気圧差による荷重が作用する。 

屋外のファン及び冷凍機には，自重及び風圧力による荷重が作用する。  

強度評価の荷重の組合せを表3-9に示す。  
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表3-9 荷重の組合せ 

施設分類 施設名称 評価対象部位 荷重 

外気と繋がっている

屋内の外部事象防護

対象施設 

角ダクト ダクト鋼板（本体） 
①自重 

②気圧差による荷重 

丸ダクト ダクト鋼板（本体） 
①自重 

②気圧差による荷重 

隔離弁 耐圧部 ①気圧差による荷重 

ファン ケーシング ①気圧差による荷重 

屋外の外部事象防護

対象施設 

ファン 基礎ボルト 
①自重 

②風圧力による荷重 

冷凍機 取付ボルト 
①自重 

②風圧力による荷重 

 

3.4 許容限界  

(1) 衝突評価における許容限界 

衝突評価における許容限界は，評価において考慮する飛来物による衝撃荷重に対し，外殻

を構成する部材が，機能喪失に至る可能性のある変形を生じないことを計算により確認する

ため，評価式により算定した貫通限界厚さが外殻を構成する部材の厚さ未満であることを許

容限界とする。屋外に設置する換気空調設備の外殻を構成する部材の厚さを表3-10に示す。 

 

表3-10 屋外に設置する換気空調設備の外殻を構成する部材の厚さ 

防護対象施設 外殻を構成する部材の厚さ 

ディーゼル発電機室ルーフベント

ファン 

9.0mm 

（ケーシング） 

中央制御室換気系冷凍機 
1.0mm 

（ケーシング） 

 

(2) 構造強度評価における許容限界 

a. 角ダクトの許容限界  

角ダクトの許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界を踏まえ，「3.2 評価対象部位」にて設定

している評価対象部位ごとに，機能損傷モードを考慮し，許容応力状態ⅢＡＳとする。 

角ダクトの許容限界は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「クラス2，3配管」の許容限界を

適用し，許容応力状態ⅢＡＳから算出した許容応力を許容限界とする。ただし，妥当な安

全裕度を考慮し，座屈を生じないように設定する許容限界は，座屈の算出式に応じた値を

許容限界として設定する。ＪＥＡＧ４６０１に従い，ＪＳＭＥ付録材料図表Part5,6の表

25



22 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1-
9
 
R
2 

にて許容応力を計算する際は，角ダクトの最高使用温度に応じた値をとるものとするが，

温度がＪＳＭＥ付録材料図表記載の中間の値の場合は，比例法を用いて計算する。ただ

し，ＪＳＭＥ付録材料図表Part5,6で比例法を用いる場合の端数処理は，小数点第1位以下

を切り捨てた値を用いるものとする。なお，ＪＳＭＥ付録材料図表Part5に規定されてい

ない材料許容値はＪＩＳ Ｇ 3302を適用する。 

(a) 面外荷重及び外圧による面内荷重に対する許容限界

角ダクトの面外荷重及び外圧による面内荷重に対する許容限界を表3-11に示す。

表 3-11 角ダクトの許容限界 

状態 

許容限界 

一次応力 

曲げ 

許容応力状態 

ⅢＡＳ 
Ｓｙ 

(b) 長期荷重（自重）＋短期荷重（設計竜巻による内外差圧）に対する許容限界

自重により発生する曲げモーメントＭと発生応力σｐ２の関係は以下の式で表され

る。 

ここで 

12

ａ・ｂ-ｂ＋2ｔａ＋2ｔ
Ｉ＝

33

短期荷重（設計竜巻による内外差圧）による発生応力σｐ１と長期荷重（自重）による

発生応力σｐ２の和σｗが許容応力σｙに達した時に座屈が生じることから，長期荷重によ

り発生する曲げモーメントＭＰが，許容応力σｙと短期荷重による発生応力σｐ１の差（σ

ｙ-σｐ１）から求まる長期荷重に対する許容曲げモーメント以下であることを確認する。 

ここで， 

ｙｙ＝Ｓσ

26



23 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1-
9
 
R
2 

b. 丸ダクトの許容限界

丸ダクトの許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界を踏まえ，「3.2 評価対象部位」にて設定

している評価対象部位ごとに，機能損傷モードを考慮し，クリップリング座屈の算出式に

応じた値とする。 

丸ダクトの許容限界は，設計荷重に対して，塑性ひずみが生じる場合であっても，その

量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，座屈を生じないこととす

るため，クリップリング座屈の算出式に応じた値を許容限界とする。ＪＥＡＧ４６０１に

従い，ＪＳＭＥ付録材料図表Part5,6の表にて許容応力を計算する際は，丸ダクトの最高使

用温度に応じた値をとるものとするが，温度がＪＳＭＥ付録材料図表記載の中間の値の場

合は，比例法を用いて計算する。ただし，ＪＳＭＥ付録材料図表Part5,6で比例法を用いる

場合の端数処理は，小数点第1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 

(a) 外圧に対する許容限界

外圧により生じる周方向応力は，クリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応

力（座屈応力）σｃｒｉｐを超えないこととする。 

外圧によるクリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力σｃｒｉｐは，円筒か

くの座屈応力の式より算出する。  

(b) 長期荷重（自重）＋短期荷重（設計竜巻による内外差圧）に対する許容限界

自重により作用する曲げモーメントＭＰと外圧ΔＰ（設計竜巻による気圧低下量）の

組合せが，下式を満足させるものとする。 

 ここで，自重による曲げによってクリップリング座屈が発生する際に作用する曲げモ

ーメントＭｃｒｉｐは，下式より算出する。 
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c. 隔離弁の許容限界

隔離弁の許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界を踏まえ，「3.2 評価対象部位」にて

設定している評価対象部位ごとに，機能損傷モードを考慮し設定する。  

隔離弁の許容限界は，隔離弁の耐圧部に発生する圧力に対して，部材の降伏応力Ｓｙを

許容限界とする。 

d. ファンの許容限界

ファンの許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界を踏まえ，「3.2 評価対象部位」にて

設定している評価対象部位ごとに，機能損傷モードを考慮し，許容応力状態ⅢＡＳとす

る。 

ファンの許容限界は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「クラス2ポンプ」及び「クラス

2,3支持構造物」の許容限界を準用し，許容応力状態ⅢＡＳから算出した許容応力を許容

限界とする。ＪＥＡＧ４６０１に従い，ＪＳＭＥ付録材料図表Part5,6の表にて許容応力

を計算する際は，ファンの温度条件に応じた値をとるものとするが，温度がＪＳＭＥ付

録材料図表記載の中間の値の場合は，比例法を用いて計算する。ただし，ＪＳＭＥ付録

材料図表Part5,6で比例法を用いる場合の端数処理は，小数点第1位以下を切り捨てた値

を用いるものとする。ファンの許容限界を表3-12，表3-13に示す。 

表3-12 ファンの許容限界（ケーシング） 

状態 
許容限界 

一次一般膜応力 

許容応力状態 

ⅢＡＳ 
Min[Ｓｙ，0.6Ｓｕ] 

表3-13 ファンの許容限界（基礎ボルト） 

状態 応力の種類 許容限界 

許容応力状態 

ⅢＡＳ 
一次応力 

引張 1.5ｆｔ 

せん断 1.5ｆｓ 

組合せ Min｛1.5 ｆｔ，（2.1 ｆｔ－1.6τ）｝ 
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(5) 冷凍機の許容限界

冷凍機の許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「4.2 許容限界」にて設定している許容限界を踏まえ，「3.2 評価対象部位」にて設定して

いる評価対象部位ごとに，機能損傷モードを考慮し，許容応力状態ⅢＡＳとする。  

冷凍機の許容限界は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「クラス 2,3 支持構造物」の許容限界

を準用し，許容応力状態ⅢＡＳから算出した許容応力を許容限界とする。ＪＥＡＧ４６０１に

従い，ＪＳＭＥ付録材料図表 Part5,6 の表にて許容応力を計算する際は，冷凍機の温度条件

に応じた値をとるものとするが，温度がＪＳＭＥ付録材料図表記載の中間の値の場合は，比

例法を用いて計算する。ただし，ＪＳＭＥ付録材料図表 Part5,6 で比例法を用いる場合の端

数処理は，小数点第 1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。冷凍機の許容限界を表 3-

14 に示す。 

表3-14 冷凍機の許容限界（基礎ボルト） 

状態 応力の種類 許容限界 

許容応力状態 

ⅢＡＳ 
一次応力 

引張 1.5ｆｔ 

せん断 1.5ｆｓ 

組合せ Min｛1.5 ｆｔ，（2.1 ｆｔ－1.6τ）｝ 

3.5 評価方法 

(1) 衝突評価の評価方法

屋外に設置する換気空調設備の衝突評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」の「4. 強度評価方法」にて設定している衝突評価が必要な機器の評価式

を用いる。 

飛来物が防護対象施設に衝突する場合の貫通限界厚さを，「タービンミサイル評価につい

て（昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会）」で用いられているBRL式を用いて算出す

る。 

Ｔ
3
2＝

0.5・Ｍ・ｖ
2

1.4396×109・Ｋ
2
・ｄ

3
2

(2) 構造強度評価の評価方法

a. 角ダクトの評価方法

角ダクトの強度評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「5. 強度評価方法」にて設定している角ダクトの評価式を用いる。 
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（a） 計算モデル  

任意のダクト面に着目すると，ダクト面は両サイドをほかの2つの側面のダクト面

で，軸方向（流れ方向）を補強部材（及び接続部材）で支持された長方形の板とみな

すことができる。そのため，鋼板を補強部材と両サイドのウェブで支持された4辺単

純支持矩形板とし評価を行う。自重等によりダクトに生じる曲げモーメントに関し，

ウェブでの応力分布が線形で，中立面がフランジの両側から等距離の中央線上にある

とする。 

角ダクトモデル図を図3-15に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図3-15 角ダクトモデル図 

 

（b） 計算方法  

ダクトにかかる外圧は，設計竜巻により発生する気圧差が影響するので，  

Ｐ＝ΔＰ 

 

イ. 面外荷重による発生応力  

4辺単純支持（周辺で水平，垂直方向の変位拘束，たわみ角は自由）の長方形板が

等分布荷重を受ける場合において，中心に生じる外圧及び自重による面外荷重によ

り作用する最大応力σｍａｘとその面外荷重によるダクト鋼板の最大変位量δｍａｘとの

関係は，以下の式で表される。  

機械工学便覧に記載されている4辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける場合

の長方形板の大たわみ式を引用する。 

 

 

 

 

圧力 
ｂ 

ａ 
ｔ

Ｌ

ｃ
ｃ 

ａ

Ｐ１ 

Ｐ２ 

Ｐ３ 

ａ：ダクトの幅（mm）   Ｌ：サポート支持間隔（mm） 

ｂ：ダクトの高さ（mm）  ｔ：肉厚（mm） 

ｃ：補強ピッチ（mm）   Ｐ１：面外荷重による応力（MPa） 

Ｐ２：面内荷重による応力（ダクト軸方向）（MPa） 

Ｐ３：面内荷重による応力（ダクト軸直方向）（MPa）

ウェブ 
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式（3.2）より得られるδｍａｘの値を式（3.1）へ代入し，σｍａｘを算出する。 

ロ. 面内荷重による発生応力

機械工学便覧の「クリップリングの考え方」と日本機械学会ジャーナルの「薄肉長

方形及び箱形はりの座屈と強度」に記載されている鵜戸口の式を準用する。 

(イ) 外圧による発生応力

薄肉構造物のうち，長方形板の弾性座屈の式より算出する。

(ロ) 自重による曲げモーメント

自重によりダクト鋼板に作用する曲げモーメントは，以下の式により算出する。

8

ｇ・μ・Ｌ
＝Ｍ

2

ｐ

b. 丸ダクトの評価方法

丸ダクトの強度評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「5. 強度評価方法」にて設定している丸ダクトの評価式を用いる。 

(a) 計算モデル

丸ダクトは両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし，計算を行う。丸ダクトモ

デル図を図3-16に示す。 
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図3-7 丸ダクトモデル図 

図3-16 丸ダクトモデル図 

(b) 計算方法

計算式においては機械工学便覧及び「軽構造の理論とその応用（日本科学技術連盟

(1966)）」に記載されている式を準用する。 

イ. 外圧により生じる周方向応力σｃｒｉｐ１

ｔ

ΔＰ・ｒ
＝σｃｒｉｐ１

ロ. 自重により作用する曲げモーメントＭＰ

8

ｇ・μ・Ｌ
＝Ｍ

2

ｐ

c. 隔離弁の評価方法

隔離弁の強度評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「5. 強度評価方法」にて設定している隔離弁の評価方法を用いる。 

(a) 弁箱

イ. 計算モデル

弁箱は両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし，計算を行う。弁箱のモデ

ル図を図3-17に示す。

ｃ

ΔＰ
自重 

半径 ｒ 

モデル化

サポートスパン Ｌ 

ダクト溶接材・補強材

外圧(差圧ΔＰ) 

自重

ダクト板厚 ｔ

半径 ｒ

補強ピッチ ｃ
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図3-17 弁箱モデル図 

ロ. 計算方法

計算式においては機械工学便覧及び「軽構造の理論とその応用（日本科学技術連

盟(1966)）」に記載されている式を準用する。 

ｔ

ΔＰ・ｒ
＝σθ

(b) 弁体

イ. 計算モデル

弁体は円板であるため，等分布荷重が作用する周辺支持円板とみなし，計算を行う。

評価モデルを図 3-18 に示す。 

図 3-18 弁体の評価モデル 

ロ. 計算方法

弁体に作用する曲げ応力の計算方法を以下に示す。

設計竜巻の気圧低下により弁体に受ける応力Ｐ１及び自重により弁体に受ける応

力Ｐ２は次による。 

Ｐ
１
＝ΔＰ

ΔＰ 

ｔ 

ｒ 

σθ 

σθ 

ｐｖ 

2ａ 

ｈ
弁体 
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Ｐ
２
＝

ｍ
ｖ
・ｇ

Ａ
ｖ

ここで 

Ａ
ｖ
＝

π

4
（2ａ）

2

弁体に受ける応力ｐｖは次による。 

ｐｖ＝Ｐ１＋Ｐ２

弁体に対する曲げ応力は次による。 

σ
ｍａｘ

＝1.24・
ｐ

ｖ
・ａ

2

ｈ
2

(c) 弁棒

イ. 計算モデル

弁体に受ける等分布荷重を支持する弁棒断面について，計算を行う。評価モデルを

図 3-19 に示す。 

図 3-19 弁棒の評価モデル 

ロ. 計算方法

弁棒に作用するせん断応力の計算方法を以下に示す。

設計竜巻の気圧低下により弁棒に受ける荷重Ｆ１及び弁体及び弁棒自重により弁棒

に受ける荷重Ｆ２は次による。 

Ｆ
１
＝ΔＰ・

π

4
（2ａ）

2

Ｆ
２
＝（ｍ

ｖ
＋ｍ

ｓ
）・ｇ

弁棒に受ける荷重ｐｓは次による。 

ｐｓ＝Ｆ１＋Ｆ２

ｐｓ 

弁棒 
弁体 

2ａ 
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  弁棒に対するせん断応力は次による。 

τ＝
Ｐ

ｓ

Ａ
ｓ

 

ここで 

Ａ
ｓ
＝

π

4
ｄ

2
 

 

d. ファンの評価方法  

ファンの強度評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「5. 強度評価方法」にて設定しているファンの評価式を用いる。 

(a)  中央制御室換気系フィルタ系ファン 

イ. 計算モデル  

ファンは両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし，計算を行う。ファンケー

シングモデル図を図3-20に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-20 ファンケーシングモデル図 

 

ロ. 計算方法  

計算式においては機械工学便覧及び「軽構造の理論とその応用（日本科学技術連

盟(1966)）」に記載されている式を準用する。 

ｔ

ΔＰ・ｒ
＝σθ  

 

 

 

 

ΔＰ 

ｔ 

ｒ 

σθ 

σθ 

35



 

32 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1-
9
 
R
2 

(b) ディーゼル発電機室ルーフベントファン 

イ. 計算モデル 

ファンの計算モデルは円筒形の1質点モデルとし，全高の1/2の位置に複合荷重が作

用することとする。ファンモデル図を図3-21に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-21 ファンモデル図 

 

ロ. 計算方法 

(イ) 引張応力  

Ｍ＝2  Ｆ
ｉ
・Ｌ

ｉ

ｎ

ｉ＝1

 

Ｆ
ｉ

Ｌ
ｉ

＝一定 

（3.1）（3.2）式より， 

Ｆ
ｎ
＝

Ｍ

2  Ｌ
ｉ

2ｎ

ｉ＝1

Ｌ
ｎ
 

ここで 

Ｍ＝Ｗ
ｗ
・ｈ－ｍ・ｇ・

Ｌ
ｎ

2
 

基礎ボルトの生じる引張応力σｂは次式より求める。 

σｂ＝
Ｆ

ｎ

Ａ
ｂ

 

 

基礎ボルト 

・・・（3.1） 

・・・（3.2） 

評価対象部位 
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(ロ) せん断応力 

基礎ボルトに対するせん断応力は，基礎ボルト全本数で受けるものとして計算す

る。 

・ せん断力 

Ｑｂ＝Ｗｗ 

・ せん断応力 

τ＝
Ｑ

ｂ

Ａ
ｂ
・Ｎ

 

e. 冷凍機の評価方法 

冷凍機の強度評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「5. 強度評価方法」にて設定している冷凍機の評価式を用いる。 

 

(a) 計算モデル 

冷凍機の計算モデルは立方体の1質点モデルとし，全高の1/2の位置に複合荷重が作用

することとする。冷凍機モデル図を図3-22に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-22 冷凍機モデル図 

 

(b) 計算方法 

イ. 引張応力 

基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として，図 3-16 で基礎ボルトを支点

とする転倒を考え，これを片側の基礎ボルトで受けるものとして計算する。 

(イ) 引張力 
Ｆ

ｂ
＝

Ｗ
ｗ
・ｈ－ｍ・ｇ・Ｌ

Ｈ

ｎ
ｆ
・Ｌ

１

 

 

 

取付ボルト 

風 

取付ボルト 

ＬＨ 

Ｌ１ 

h
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(ロ) 引張応力 
σ

ｂ
＝

Ｆ
ｂ

Ａ
ｂ

 

ロ. せん断応力 

基礎ボルトに対するせん断応力は，基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

・ せん断力 

Ｑｂ＝Ｗｗ 

 

・ せん断応力 

τ＝
Ｑ

ｂ

Ａ
ｂ
・Ｎ
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4. 評価条件  

(1) 角ダクト  

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表4-1及び表4-2に示す。  

角ダクトにおいて，気圧差による発生応力が最も大きくなるものは面外荷重であり，その

発生応力比が最も厳しくなる系統の角ダクトについて記載する。  

  

表 4-1 許容応力計算に用いる条件 

材料 温度条件 

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa) 

SGCC 40 205 

 

表 4-2 評価条件 

系統 ダクト種別 

ディーゼル発電機室換気系 ハゼ折 

 

ΔＰ 

(N/m2) 

ｇ 

(m/s2) 

ν 

(－) 

8.9×103 9.80665 0.3 

 

ａ 

(mm) 

ｂ 

(mm) 

ｔ 

(mm) 

ｃ 

(mm) 

Ｌ 

(mm) 

610 965 0.8 750 2500 

 

μ 

(kg/m) 

ｇＤｐ 

(N/m2) 

材質 

 

最高使用温度 

(℃) 

Ｅ 

(MPa) 

26.9 65.3 SGCC 40 201200 

 

(2) 丸ダクト  

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表4-3に示す。丸ダクトにおいて，気圧差によ

る発生応力が最も厳しくなるのは周方向応力であるため，その発生応力比が最も厳しくなる

系統の丸ダクトについて記載する。  
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表 4-3 評価条件 

系統 ダクト種別 

中央制御室換気系 SUS 

 

ΔＰ 

(N/m2) 

ｇ 

(m/s2) 

ν 

(－) 

8.9×103 9.80665 0.3 

 

ダクトサイズ 

(mm) 

ｃ 

(mm) 

Ｌ 

(mm) 

φ450×0.8 960 3000 

 

μ 

(kg/m) 

材質 

 

最高使用温度 

(℃) 

Ｅ 

(MPa) 

31.3 SUS304 40 193800 

 

(3) 隔離弁の評価条件  

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表4-4～表4-7に示す。 

 

表 4-4 許容応力計算に用いる条件（原子炉建屋給気隔離弁，原子炉建屋排気隔離弁） 

評価対象部位 材質 

 

温度条件 

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa) 

弁箱 SS400 40 245 

弁体 SS400 40 235 

弁棒 SUS420J2 40 225 

 

表 4-5 許容応力計算に用いる条件（中央制御室給気隔離弁，中央制御室排気隔離弁） 

評価対象部位 材質 

 

温度条件 

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa) 

弁箱 SCPH2 40 245 

弁体 SCS13 40 185 

弁棒 SUS420J2 40 225 
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表 4-6 評価条件（原子炉建屋給気隔離弁，原子炉建屋排気隔離弁） 

ΔＰ 

(N/m2) 

ｒ 

(mm) 

t 

(mm) 

ａ 

(mm) 

ｍｖ 

(kg) 

8.9×103 1150 12 1133 1370 

 

ｍｓ 

(kg) 

ｇ 

(m/s2) 

ｈ 

(mm) 

ｄ 

(mm) 

315 9.80665 32 150 

 

表 4-7 評価条件（中央制御室給気隔離弁，中央制御室排気隔離弁） 

ΔＰ 

(N/m2) 

ｒ 

(mm) 

t 

(mm) 

ａ 

(mm) 

ｍｖ 

(kg) 

8.9×103 222.5 25 215 53 

 

ｍｓ 

(kg) 

ｇ 

(m/s2) 

ｈ 

(mm) 

ｄ 

(mm) 

10 9.80665 10 58 

 

(4) ファンの評価条件  

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表4-8～表4-11に示す。  

 

表 4-8 許容応力計算に用いる条件（中央制御室換気系フィルタ系ファン） 

評価対象部位 材料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa) 

Ｓｕ 

(MPa) 

ケーシング SS400 40 245 400 

 

表 4-9 許容応力計算に用いる条件（ディーゼル発電機室ルーフベントファン） 

評価対象部位 材料 
温度条件

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa) 

Ｓｕ 

(MPa) 

Ｆ 

(MPa) 

1.5ｆｔ

(MPa) 

1.5ｆｓ

(MPa) 

基礎ボルト SS400 50＊ 231 394 231 173 133 

注記 ＊：周囲環境温度 
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表 4-10 評価条件（中央制御室換気系フィルタ系ファン） 

ΔＰ 

(N/m2) 

ｒ 

(mm) 

t 

(mm) 

8.9×103 590.5 4.5 

 

表 4-11 評価条件（ディーゼル発電機室ルーフベントファン基礎ボルト） 

ｑ 

(N/m2) 

Ｇ 

(-) 

ＷＭ 

(N) 

6.1×103 1.0 0 

 

Ｌ１ 

(mm) 

Ｌ２ 

(mm) 

Ｌ３ 

(mm) 

Ｌ４ 

(mm) 

Ｌ５ 

(mm) 

Ｌ６ 

(mm) 

118.7 338.0 624.6 934.8 1221.4 1440.7 

 

Ｌ７ 

(mm) 

Ｃ 

(-) 

ｇ 

(m/s2) 

Ａ 

(m2) 

ｍ 

(kg) 

ボルト 

サイズ 

1559.4 1.2 9.80665 1.980 940 M24 

 

Ｎ 

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

ｈ 

(mm) 

16 452.4 600 

 

(5) 冷凍機の評価条件  

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表4-12,表4-13に示す。  

 

表 4-12 許容応力計算に用いる条件 

評価対象部位 材料 
温度条件

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa) 

Ｓｕ 

(MPa) 

Ｆ 

(MPa) 

1.5ｆｔ

(MPa) 

1.5ｆｓ

(MPa) 

取付ボルト SS400 50＊ 231 394 231 173 133 

注記 ＊：周囲環境温度 
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表 4-13 評価条件 

ｑ 

(N/m2) 

Ｇ 

(-) 

ＷＭ 

(N) 

6.1×103 1 0 

 

ＬＨ 

(mm) 

Ｌ１ 

(mm) 

Ｃ 

(-) 

ｇ 

(m/s2) 

Ａ 

(m2) 

ｍ 

(kg) 

910.0 1890 2.4 9.80665 11.48 4680 

 

ボルト 

サイズ 

ｎｆ 

(-) 

Ｎ 

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

ｈ 

(mm) 

M20 4 8 314.2 1125 
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5. 強度評価結果  

(1) 衝突評価結果 

竜巻発生時の砂利の貫通限界厚さを表 5-1 に示す。 

 

表 5-1 砂利の貫通限界厚さ 

飛来物 

貫通限界厚さ 

Ｔ 

(mm) 

水平方向 鉛直方向 

砂利 0.58 0.97 

 

砂利の貫通限界厚さ(0.97 mm)と屋外に設置する換気空調設備の外殻を構成する部材の厚

さから計算上必要な厚さを差し引いた残りの厚さとの比較を表5-2に示す。 

砂利の貫通限界厚さは，屋外に設置する換気空調設備の外殻を構成する部材の厚さから計

算上必要な厚さを差し引いた残りの厚さ未満である。 

 

表 5-2 防護対象施設の衝突評価結果（砂利） 

防護対象施設 

外殻を構成する部材の厚

さから計算上必要な厚さ

を差し引いた残りの厚さ

(mm) 

貫通限界厚さ

Ｔ 

(mm) 

結果 

ディーゼル発電機室

ルーフベントファン 
8.03 0.97 貫通しない

中央制御室換気系冷

凍機 
0.03 0.97 貫通しない

 

(2) 構造強度評価結果 

a. 角ダクト  

角ダクト鋼板（本体）の強度評価結果を表5-3に示す。  

ダクト鋼板に発生する応力は許容応力以下であり，また，自重（長期）＋設計竜巻に

よる内外差圧（短期）による面内荷重による発生モーメントは許容応力以下である。  
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表 5-3 強度評価結果 

系統 ダクト種別 ダクトサイズ(mm) 

ディーゼル発電機室換気系 ハゼ折 965×610×0.8 

 

面外荷重 外圧による面内荷重 

長期荷重（自重）＋短期荷重

（設計竜巻による内外差圧に

よる面内荷重） 

発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

発生値 

(kN・mm) 

許容値 

(kN・mm) 

113 205 35 205 161 9579 

 

b. 丸ダクト  

丸ダクト鋼板（本体）の強度評価結果を表5-4に示す。  

ダクト鋼板に発生する周方向応力は許容応力以下であり，また，長期荷重（自重）＋

短期荷重（設計竜巻による内外差圧）により発生する応力は許容応力以下である。 

 

表 5-4 強度評価結果 

系統 ダクト種別 ダクトサイズ(mm) 

中央制御室換気系 SUS φ450×0.8 

 

気圧差により生じる周方向応力(MPa) 
長期荷重（自重）＋短期荷重 

（設計竜巻による内外差圧）による制限値 

発生応力 許容応力 発生値 許容値 

3 9 0.3 0.9 
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c. 隔離弁  

隔離弁の強度評価結果を表5-5～表5-7に示す。  

弁箱，弁体，弁棒に発生する応力は許容応力以下である。  

 

表 5-5 強度評価結果（弁箱） 

評価対象施設 弁箱に発生する周方向応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

原子炉建屋給気隔離弁 1 245 

原子炉建屋排気隔離弁 1 245 

中央制御室給気隔離弁 1 245 

中央制御室排気隔離弁 1 245 

 

表 5-6 強度評価結果（弁体） 

評価対象施設 弁体に発生する曲げ応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

原子炉建屋給気隔離弁 20 235 

原子炉建屋排気隔離弁 20 235 

中央制御室給気隔離弁 8 185 

中央制御室排気隔離弁 8 185 

 

表 5-7 強度評価結果（弁棒） 

評価対象施設 弁棒に発生するせん断応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

原子炉建屋給気隔離弁 3 225 

原子炉建屋排気隔離弁 3 225 

中央制御室給気隔離弁 1 225 

中央制御室排気隔離弁 1 225 
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d. ファン  

ファンの強度評価結果を表5-8，表5-9に示す。  

ケーシングに発生する周方向応力は，許容応力以下である。  

基礎ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-8 強度評価結果（ケーシング） 

評価対象施設 

ケーシングに発生する 

周方向応力 

 (MPa) 

許容応力 

(MPa) 

中央制御室換気系フィルタ系ファン 2 240 

 

表 5-9 強度評価結果（基礎ボルト） 

評価対象施設 応力分類 
基礎ボルトに発生する応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

ディーゼル発電機室ルー

フベントファン 

引張 1 173 

せん断 3 133 

組合せ 1 173 

 

e. 冷凍機  

冷凍機の竜巻発生時の強度評価結果を表5-10に示す。   

取付ボルトに発生する周応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-10 強度評価結果（取付ボルト） 

評価対象施設 応力分類 
基礎ボルトに発生する応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

中央制御室換気系冷凍機

引張 63 173 

せん断 67 133 

組合せ 63 135 
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Ⅴ-3-別添 1-1-10-3 排気管，放出管及びベント管の強度計算書 
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1. 概要

本資料は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算方針」に示すとおり，屋外に

設置しているディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出

側），ディーゼル発電機海水配管（放出側）が竜巻時及び竜巻通過後においても，各配管の機能

維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。  

2. 基本方針

各配管について，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算方針」の「3.2 機能

維持の方針」に示す構造計画を踏まえ，ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱

除去系海水配管（放出側），ディーゼル発電機海水配管（放出側）の「2.1 位置」，「2.2 構

造概要」，「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。 

2.1 位置 

 屋外に設置しているディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管

（放出側），ディーゼル発電機海水配管（放出側）は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な

施設の強度計算方針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり，図2-1に示す位置に設置す

る。 

図 2-1 ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側）， 

ディーゼル発電機海水配管（放出側）の位置図 
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2.2 構造概要 

 ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディー

ゼル発電機海水配管（放出側）について，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計

算方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ，各配管の構造を示す。 

 ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディー

ゼル発電機海水配管（放出側）は鋼管で構成される。ディーゼル発電機付属排気配管及びベン

ト配管は建屋壁，床等から支持された配管である。

残留熱除去系海水配管（放出側），ディーゼル発電機海水配管（放出側）は，基礎コンクリ

ートにサポートで固定された配管である。ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残

留熱除去系海水配管（放出側），ディーゼル発電機海水配管（放出側）の概要図を図2-2～図

2-4に示す。

図2-2 ディーゼル発電機付属排気管の概要図 

図2-3 ディーゼル発電機付属ベント管の概要図 

支持構造物 

壁 

排気管 

床

メッシュ

ベント管 

支持構造物 
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図2-4 配管の概要図 

 

2.3 評価方針 

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディー

ゼル発電機海水配管（放出側）の強度評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している，荷重及び荷

重の組合せ並びに許容限界を踏まえ，ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱

除去系海水配管（放出側），ディーゼル発電機海水配管（放出側）の評価対象部位に作用する

応力等が許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により，「4. 評価条件」に

示す評価条件を用いて計算し，「5. 強度評価結果」にて確認する。  

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディー

ゼル発電機海水配管（放出側）の強度評価フローを図2-5に示す。ディーゼル発電機付属排気

配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディーゼル発電機海水配管（放出

側）の強度評価においては，その構造を踏まえ，設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷

重（以下「設計荷重」という。）の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を選定す

る。  

強度評価において，ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管に対しては，設計竜巻の

風圧力による荷重及び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認する。残留熱除去系

海水配管（放出側），ディーゼル発電機海水配管（放出側）に対しては，設計竜巻の風圧力に

よる荷重及び気圧差による荷重に内圧及び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認

する。強度評価では，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算方針」の「5. 強

度評価方法」に示すディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管

（放出側），ディーゼル発電機海水配管（放出側）の評価式を用いる。ディーゼル発電機付属

排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディーゼル発電機海水配管（放

出側）の許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算方針」の「4.2 許

容限界」に示す許容限界である，「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」（（社）日本電気協会），「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡ

Ｇ４６０１-1987」（（社）日本電気協会）及び「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６

配管本体

支持構造物

弁
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０１-1991 追補版」（（社）日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）の許容応力状

態ⅢＡＳとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-5 ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），デ

ィーゼル発電機海水配管（放出側）の強度評価フロー 

 

2.4 適用規格 

・「建築物荷重指針・同解説」（（社）日本建築学会，2004改定)  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-

1984」（社）日本電気協会  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（社）日本電気協会  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（社）日本電気協会  

・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ1-2005/2007」（社）日本機

械学会（以下「ＪＳＭＥ」という。） 

 

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

応力計算 

設定する許容限界との比較 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディー

ゼル発電機海水配管（放出側）の強度評価に用いる記号を表3-1に示す。 

 

表3-1 強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａ m2/m 
単位長さ当たりの施設の受圧面積（風向に垂直な面に投影し

た面積）  

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数  

Ｄ mm 管外径  

Ｇ － ガスト影響係数  

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 

Ｌ m 支持間隔  

Ｍ N･m 風荷重により作用する曲げモーメント  

ｍ kg/m 単位長さ当たりの質量  

Ｐ MPa 内圧  

ｑ N/m2 設計用速度圧  

Ｓｙ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計降伏点  

ｔ mm 板厚  

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速  

ＷＷ N/m 設計竜巻の単位長さ当たりの風圧力による荷重  

ｗ N/m 単位長さ当たりの自重による荷重  

Ｚ mm3 断面係数  

ΔＰ N/m2 気圧差  

ρ kg/m3 空気密度  

σ１, σ２ MPa 配管に生じる応力  

σＷＰ MPa 気圧差により生じる応力  

σＷＴ１, σＷＴ２ MPa 複合荷重により生じる応力  

σＷＷ MPa 風圧力により生じる応力  

σ自重 MPa 自重により生じる応力  

σ内圧 MPa 内圧により生じる応力  
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3.2 評価対象部位  

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディー

ゼル発電機海水配管（放出側）の評価対象部位は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設

の強度計算方針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って，「2.2 構造概

要」にて設定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。 

風圧力による荷重及び気圧差による荷重は配管本体に作用する。サポート（配管支持構造

物）については，建屋内外にかかわらず地震に対して耐荷重設計がなされており，配管本体に

竜巻による荷重が作用した場合でも，作用荷重は耐荷重以下であるため，竜巻による荷重に対

するサポートの設計は耐震設計に包絡される。  

このことから，配管本体を評価対象部位として選定する。  

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディー

ゼル発電機海水配管（放出側）の強度評価における評価対象部位を図3-1～図3-3に示す。 

 

 

図3-1 ディーゼル発電機付属排気配管の評価対象部位 

 

図3-2 ディーゼル発電機付属ベント管の評価対象部位 

屋内 屋外 

配管本体 
壁

床

配管本体 
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図3-3 残留熱除去系海水配管（放出側）及びディーゼル発電機海水配管（放出側）の評価対

象部位 

 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用い

る。 

(1) 荷重の設定  

構造強度評価に用いる荷重を以下に示す。  

a. 常時作用する荷重  

常時作用する荷重として，持続的に生じる荷重である自重を考慮する。  

b. 設計竜巻による荷重  

風圧力による荷重及び気圧差による荷重を考慮する。なお，ディーゼル発電機付属排気

配管及びベント配管は開放された施設であるため，気圧差は発生しないことから気圧差に

よる荷重は考慮しない。また，ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除

去系海水配管（放出側），ディーゼル発電機海水配管（放出側）が仮に飛来物による衝撃

荷重によって貫通しても，その貫通箇所又は本来の排気又は排水箇所から排気又は排水

され，且つ速やかに補修する方針とするため，設計竜巻による荷重とこれに組み合わ

せる荷重に衝撃荷重を考慮しない。 

(a) 風圧力による荷重(ＷＷ)  

風圧力による荷重ＷＷはⅤ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算方針」

の「4.1(3)c.(a) 風圧力による荷重」に示す式に従い，算出する。  

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ  

(b) 気圧差による荷重(ＷＰ)  

気圧差による荷重ＷＰは，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算方

針」の「5. 強度評価方法」に示す評価方法に従って，気圧差を見かけ上の配管の内圧

配管本体
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の増加として考慮する。具体的な計算方法は，「3.5(2) 計算方法」に示す。 

c. 運転時の状態で作用する荷重  

運転時の状態で作用する荷重としては，配管に作用する内圧を考慮する。 

(2) 荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算

方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて設定している荷重の組合せを踏まえ設定する。  

配管本体には，自重，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び内圧が作用する。  

強度評価の荷重の組合せを表 3-2 に示す。 

 

表 3-2 荷重の組合せ 

施設分類 施設名称 評価対象部位 荷重 

屋外の外部事象

防護対象施設 

・ディーゼル発電機付属排気

配管及びベント配管 
配管本体 

①風圧力による荷重

②自重 

・残留熱除去系海水配管 

（放出側） 

・ディーゼル発電機海水配管 

（放出側） 

配管本体 

①風圧力による荷重

②気圧差による荷重

③自重 

④内圧 

 

3.4 許容限界 

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディー

ゼル発電機海水配管（放出側）の許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界に従って，「3.2 評価対象部位」

にて設定した評価対象部位ごとに，機能損傷モードを考慮し，ＪＥＡＧ４６０１に基づく許容

応力状態ⅢＡＳの許容応力の許容荷重を用いる。  

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディー

ゼル発電機海水配管（放出側）の許容限界は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「クラス2,3配

管」の許容限界を適用し，許容応力状態ⅢＡＳから算出した許容応力を許容限界とする。ＪＥ

ＡＧ４６０１に従い，ＪＳＭＥ付録材料図表Part5,6の表にて許容応力を計算する際は，評価

対象部位の最高使用温度又は周囲環境温度に応じた値をとるものとするが，温度がＪＳＭＥ付

録材料図表記載の中間の値の場合は，比例法を用いて計算する。ただし，ＪＳＭＥ付録材料図

表Part5,6で比例法を用いる場合の端数処理は，小数点第1位以下を切り捨てた値を用いるもの

とする。  

配管の強度評価における許容限界について，表3-3に示す。 
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表3-3 配管の許容限界 

許容応力状態 
許容限界 

一次応力（膜＋曲げ） 

ⅢＡＳ Ｓｙ 

 

3.5 評価方法 

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水配管（放出側），ディー

ゼル発電機海水配管（放出側）の強度評価は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算方針」の「5. 強度評価方法」にて設定している配管及び弁の評価式を用いる。 

(1) 計算モデル  

配管は一定距離ごとにサポートによって支えられているため，風圧力による一様な荷重を

受ける単純支持梁として評価を行う。評価に用いる支持間隔は管外径，材料ごとにサポート

の支持間隔が最長となる箇所を選定する。保温材を使用している配管については，保温材を

含めた受圧面積を考慮して評価を行う。弁を設置している場合はサポート支持間隔が短くな

るため，弁を設置している場合の受圧面積は最大支持間隔での受圧面積に包絡される。 

なお，ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管は，配管端部が片持ち形状となって

いることから，配管端部についても評価を行う。 

両端支持形状の配管モデル図を図 3-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 配管モデル図 

(2) 計算方法 

a. 竜巻による応力計算 

(a) 風圧力により生じる応力 

風圧力による荷重が配管の支持スパンに等分布荷重として加わり，曲げ応力を発生さ

せるものとして，以下の式により算定する。 

（両端支持形状） 

σＷＷ＝
Ｍ

Ｚ
＝

Ｗ
Ｗ
・Ｌ

2

8・Ｚ
 

 

 

風（ＷＷ） 

支持間隔Ｌ 
サポート 

受圧面積Ａ×Ｌ 

管外径Ｄ 

t
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（片持ち支持形状） 

σＷＷ＝
Ｍ

Ｚ
＝

Ｗ
Ｗ
・Ｌ

2

2・Ｚ
 

ここで 

Ｚ＝
π

32・Ｄ
 Ｄ4

- Ｄ-2・ｔ 4  
 

 (b) 気圧差により生じる応力 

気圧差による荷重は，気圧が低下した分，内圧により生じる一次一般膜応力が増加す

ると考えて，その応力増加分を以下の式により算定する。 

σＷＰ＝
ΔＰ・Ｄ

4・ｔ
 

したがって，(a),(b)項の複合荷重により生じる応力σＷＴ１及びσＷＴ２は以下の式に

より算出する。 

σＷＴ1＝σＷＰ 

σＷＴ2＝σＷＷ＋0.5・σＷＰ 

b. 組合せ応力 

竜巻荷重と組み合わせる荷重として，配管に常時作用する自重及び運転時に作用する内

圧を考慮する。自重により生じる曲げ応力及び内圧により生じる一次一般膜応力は，以下

の式により算定する。 

（両端支持形状） 

σ自重＝
Ｗ

Ｗ
・Ｌ

2

8・Ｚ
 

（片持ち支持形状） 

σ
自重

＝
ｗ・Ｌ

２

2・Ｚ
 

 

Ｗ＝ｍ・ｇ 

σ内圧＝
Ｐ・Ｄ

4・ｔ
 

したがって，自重及び風圧力による荷重により生じる曲げ応力と気圧差による荷重及び

内圧により生じる一次一般膜応力を足し合わせ，配管に生じる応力として以下の式により

σ１及びσ２を算出する。 

σ１＝σ自重＋σ内圧＋σＷＴ１ 

σ２＝σ自重＋σ内圧＋σＷＴ２ 
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4. 評価条件  

｢3. 強度評価方法｣に用いる評価条件を表 4-1～表 4-5 に示す。 

 

表 4-1 許容応力計算に用いる条件 

評価対象配管 
管外径 

(mm) 
材料 

温度条件 

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa) 

非常用ディーゼル発電機付属排気配

管 

660.4 SM400B 500 143 

863.6 SM400B 500 143 

非常用ディーゼル発電機付属ベント

配管 

42.7 STPT370 55 206 

165.2 STPT370 50 209 

216.3 STPT370 50 209 

残留熱除去系海水配管（放出側） 508.0 SB410 66 212 

ディーゼル発電機海水配管（放出側） 267.4 STPT410 66 226 

 

表 4-2 評価条件 

ガスト係数 

Ｇ 

(－) 

風力係数 

Ｃ 

(－) 

設計用速度圧 

ｑ 

(N/m2) 

気圧低下量 

ΔＰ 

(N/m2) 

重力加速度 

ｇ 

(m/s2) 

1 1.2 6100 8900 9.80665 

 

表 4-3 評価条件（非常用ディーゼル発電機付属排気配管） 

管外径 

Ｄ 

(mm) 

形状 材料 

支持間隔 

Ｌ 

(m) 

板厚 

ｔ 

(mm) 

単位長さ当

たりの質量 

ｍ 

(kg/m) 

単位長さ当たり

の受圧面積 

Ａ 

(m2/m) 

660.4 
両端支持 SM400B 8.500 6 115.9 0.8604 

片持ち SM400B 5.570 6 115.9 0.8604 

863.6 
両端支持 SM400B 9.362 6 151.1 1.064 

片持ち SM400B 7.251 6 151.1 1.064 
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表 4-4 評価条件（非常用ディーゼル発電機付属ベント配管） 

管外径 

Ｄ 

(mm) 

形状 材料 

支持間隔 

Ｌ 

(m) 

板厚 

ｔ 

(mm) 

単位長さ当た

りの質量 

ｍ 

(kg/m) 

単位長さ当たり

の受圧面積 

Ａ 

(m2/m) 

42.7 
両端支持 STPT370 2.440 3.6 3.470 0.04270 

片持ち STPT370 0.950 3.6 7.570 0.04270 

165.2 
両端支持 STPT370 2.800 7.1 27.70 0.1652 

片持ち STPT370 1.378 7.1 49.30 0.1652 

216.3 
両端支持 STPT370 2.900 8.2 42.10 0.2163 

片持ち STPT370 1.578 8.2 71.30 0.2163 

 

表 4-5 評価条件（残留熱除去系海水配管（放出側）） 

管外径 

Ｄ 

(mm) 

材料 

支持間隔 

Ｌ 

(m) 

板厚 

ｔ 

(mm) 

単位長さ当

たりの質量 

ｍ 

(kg/m) 

単位長さ当た

りの受圧面積 

Ａ 

(m2/m) 

内圧 

Ｐ 

(kPa) 

508.0 SB410 13.35 15.1 362.8 0.5080 700 

 

表 4-6 評価条件（ディーゼル発電機海水配管（放出側）） 

管外径 

Ｄ 

(mm) 

材料 

支持間隔 

Ｌ 

(m) 

板厚 

ｔ 

(mm) 

単位長さ当

たりの質量 

ｍ 

(kg/m) 

単位長さ当た

りの受圧面積 

Ａ 

(m2/m) 

内圧 

Ｐ 

(MPa) 

267.4 STPT410 10.00 9.3 107.8 0.2674 700 
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5. 強度評価結果 

(1) 非常用ディーゼル発電機付属排気配管 

強度評価結果を表5-1に示す。  

非常用ディーゼル発電機付属排気配管に発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-1 強度評価結果 

管外径 

Ｄ 

(mm) 

形状 材料 
σ１ 

(MPa) 

σ２ 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

660.4 
両端支持 SM400B 6 34 143 

片持ち SM400B 9 58 143 

863.6 
両端支持 SM400B 5 30 143 

片持ち SM400B 12 71 143 

 

(2) 非常用ディーゼル発電機付属ベント配管 

強度評価結果を表5-2に示す。  

非常用ディーゼル発電機付属ベント配管に発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-2 強度評価結果 

管外径 

D 

(mm) 

形状 材料 
σ１ 

(MPa) 

σ２ 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

42.7 
両端支持 STPT370 7 66 206 

片持ち STPT370 10 45 206 

165.2 
両端支持 STPT370 3 11 209 

片持ち STPT370 4 13 209 

216.3 
両端支持 STPT370 2 8 209 

片持ち STPT370 4 11 209 
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(3) 残留熱除去系海水配管（放出側）  

強度評価結果を表5-3に示す。  

残留熱除去系海水配管（放出側）に発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-3 強度評価結果 

管外径 

Ｄ 

(mm) 

材料 
σ１ 

(MPa) 

σ２ 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

508.0 SB410 35 64 212 

 

 (4) ディーゼル発電機海水配管（放出側）  

強度評価結果を表5-4に示す。  

ディーゼル発電機海水配管（放出側）に発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-4 強度評価結果 

管外径 

Ｄ 

(mm) 

材料 
σ１ 

(MPa) 

σ２ 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

267.4 STPT410 34 86 226 
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